
令６保険料要領 

記入要領（令和６年分給与所得者の保険料控除申告書） 
 

 

提出については、教職員専用サイトに掲載している入力用 Excel をご利用ください。（自動計算されます） 

 

 

＜必須事項＞ 

□ 職員番号（申告書右上の枠内） 

□ 氏名（フリガナ） 

□ あなたの住所又は居所・・・住民票のある住所を記載（現住所と相違していても可） 

 

※入力用 Excel の場合、色塗りの箇所を入力してください 

※※押印は不要となりました。 

 

 

１．生命保険料控除 

□ 生命保険料控除の対象となる生命保険料は、申告者本人が支払ったものに限られます。 

□ 本年中に支払ったものに限ります（払込期日が到来した保険料でも支払っていないものは不可）。 

□ 保険金等の受取人の全てが申告者本人又は申告者の配偶者や親族（個人年金保険料については親

族を除く）となっていることが必要です。  

□ 個人年金保険料の受取人は、申告者又は申告者の配偶者が生存している場合にはそのいずれかです。 

【記入について】 

□ 証明書類に記載されている保険料区分に注意して記入してください。 

「一般用」 とあるものは「一般の生命保険料」 

「介護（医療）用」とあるものは「介護医療保険料」 

「個人年金用」 とあるものは「個人年金保険料」 に記入する。 

□ 計算式が異なりますので、それぞれの証明書類に記載してある新・旧区分を確認して記入してください。 

□ 保険金等の受取人氏名及び続柄の記入は必須です。記入漏れで再提出となるケースが例年多くあります。 

□ 12 月までに解約の予定がない場合、記入する金額は【申告額】です。 

解約予定があり、「証明額」を記入する場合は、メモ等で解約予定の旨お知らせください。 

（別紙:【参考 1】生命保険料控除 転記箇所を参照） 

□ 申告額は、一契約ごとにそれぞれ記入してください。 

□ 年金から差し引かれた介護医療保険料は、記入の必要はありません。 

□ 計算式Ⅰ、Ⅱを使用して生命保険料控除額を算出のうえ、生命保険料控除額欄に記入してください。 

□ 控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げてください。 

【証明書類】 

□ 旧生命保険料においては、一契約の保険料（剰余金や割戻金を差し引いた額）が９,０００円を超え

るものについて提出してください。 

□ 旧生命保険料以外の保険料においては、金額の多少にかかわらず全てのものについて提出してくだ

さい。  



【証明書類が届いていない場合】 

証明書提出期限：令和６年１２月２０日（金） 

２．地震保険料控除 

□ 地震保険料控除の対象となる地震保険料は、申告者本人が支払ったものに限られます。

□ 本年中に支払ったものに限ります（払込期日が到来した保険料でも支払っていないものは不可）。

□ 申告者又は申告者と生計を一にする親族が所有し常時居住している家屋や、これらの人が所有している生活

に通常必要な家財を保険の目的にするものに限ります。 

【記入について】 

□ 証明書類に記載されている保険料区分（地震・旧長期）に注意して記入してください。

□ 保険等の契約者の氏名の記入は必須です。

記入漏れで再提出となるケースが例年多くあります。

□ 申告額は、一契約ごとにそれぞれ記入してください。

□ 記入する金額は、【控除対象保険料】となります。(別紙：【参考 2】地震保険料控除 転記箇所 参照)

□ 計算式を参考に地震保険料控除額を算出のうえ、地震保険料控除額欄に記入してください。

【証明書類】 

□ 金額の多少にかかわらず全てのものについて提出してください。

３．社会保険料控除 

□ 社会保険料控除の対象となる社会保険料は申告書裏面を参照してください。

□ 給与から差し引かれた(天引きされた)社会保険料は、記入しないでください。

(二重で控除することとなってしまい、計算間違いの原因となります。) 

【証明書類】 

□ 国民年金の保険料や国民年金基金の加入者として負担する掛金についてのみ、金額の多少にかか

わらず提出してください。

４．小規模企業共済等掛金控除 

□ 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は申告書裏面を参照してください。

□ 共済加入者等も加入できるようになった個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を個人で払込されている方は、掛

金の多少に関わらず申告してください。この場合、国民年金基金連合会が発行したその掛金を支払った事実

を証明する書類（小規模企業共済等払込証明書）を添付してください。 

□ 給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金（個人型確定拠出年金(iDeCo 等））は、記入しないで

ください。(二重で控除することとなってしまい、計算間違いの原因となります。)

【証明書類】 

□ 金額の多少にかかわらず全てのものについて提出してください。

※ 証明書類は保険料控除申告書の裏面にしっかりとのり付けしてください。

貼り付け方法は、別紙「＜証明書類 貼付例＞」を参照してください 



【申告額】です。 

本年 12 月までに解約の予定がない場合、保険料控除申告書に記載する金額は、 

証明額 

申告額 

【参考 1】生命保険料控除 転記箇所(よくある間違い) 
 

例年、誤って「証明額」を記載するケースが多いので必ずご確認ください。 
 

※証明額を記載している場合、解約の予定があるのか、担当者に確認をとるケースがあります。

解約予定があればメモ等でお知らせください。 



保険料控除申告書に記載する金額は、【控除対象保険料】です。 

控除対象保険料 

【参考 2】地震保険料控除 転記箇所 

 

 

 

 



【参考3】令和６年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例




